
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例

を定める件の一部を改正する件」（環境省告示）（案）に対する意見募集実施結果について 

 

 

 

「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準を定

める件」（環境省告示）の一部を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴き

するため平成18年12月18日（月）から平成19年１月 16日（火）まで、パブリックコ

メントを募集した結果について概要をとりまとめたので公表します。 

 

 

 

１．国民からの意見募集の結果 

  （意見提出数） 

・郵送によるもの       ０通 

・ファックスによるもの    ０通 

・電子メールによるもの    ０通 

 

 

２．今後の予定 

官報告示予定：平成19年１月下旬 

 


